
【適時開示体制の概要（模式図）】 

 

Ⅰ．適時開示に関する基本方針 

 適時開示については、東京証券取引所の適時開示規制、社内規程等に基づき、迅速性、正確性、公平性 

を考慮し、社内体制の充実に努めることとする。 

Ⅱ．適時開示に関する社内体制対応状況 

 重要な会社情報は、子会社に係る情報を含めて決定事実、発生事実および決算情報のいずれの場合もコ

ーポレート本部総務部長のところに集約され、情報取扱責任者の下で一元管理する体制をとっております。

情報取扱責任者は、適時開示情報に該当するか否かの判断および開示方法について、関連部署と協議し、

適時開示情報に該当すると判断した場合は、取締役会または代表取締役の承認を得て、適切に開示を行っ

ております。 

 なお、公表した情報は、すべて当社ホームページにも掲載いたします。 

以上 

 


